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Q

子申告の実験

●
● 電子申告の実験が今年スタートするそ

うですが、どのような実験をするのでしょう

か。

A:法人税・所得税・消費税の3税目につ

いて、本物の申告書を使って実験が行われる

予定です。

【解説】

国税庁では、今年の10月から電子申告制

度の実験を開始しますが、このほど、その詳

細が明らかになりました。

実験の対象となるのは、法人税・所得税。

消費税の3税目で、法人税関係は、別表・事

業概況説明書・勘定科目の内訳明細書の計

42帳票、所得税は、申告害・収支内訳害。

青色申告決算書・所得の内訳書の計10帳票

消費税は、申告書・付表・仕入控除明細書の

計5帳票が実験の対象となります。

2署程度の税務署を使って実験が行われる

予定で、納税者の了解を得た上で、実際の申

告書が使われます。

実験では、①納税者が申告害の内容をパソ

コン等に打ち込む、②それを暗号化する、③

税務当局の受け付けコンピューターにそのデ

ータを直接回線やインターネットを通して送

信、④そのデータを受信した税務当局は受信

後受付通知を納税者に返信し、受信した申告

データを所轄税務署にオンラインOR磁器媒

体で転送、⑤税務署は受領した申告データを

画面出力・印刷してその内容を審査、といつ

た手順で行われる予定です。
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